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衆
議
院
議
員
江
崎
一
治
君
提
出
刑
務
所
の
服
役
者
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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内
閣
総
理
大
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一 

刑
務
所
の
收
容
能
力
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
か
ら
、
い
わ
れ
る
よ
う
に
作
業
の
規
模
及
び
範
囲
を
拡
大
す
る
こ

と
に
は
、
事
実
上
大
き
な
制
約
が
あ
る
。
し
か
し
、
刑
務
所
が
作
業
を
経
営
す
る
こ
と
は
事
実
上
民
業
と
競
合
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
第
一
に
自
給
作
業(

つ
ま
り
刑
務
所
の
需
要)

に
主
力
を
置
き
、
次
に
司
法
部
そ
の
他
の
官
公
需
に
註
文
を

求
め
、
民
間
か
ら
の
註
文
は
最
後
に
廻
す
方
針
で
進
ん
で
お
り
、
そ
の
民
間
の
需
用
を
求
め
る
場
合
に
も
現
地
職
業
安
定

所
と
話
し
合
つ
て
、
そ
の
摩
擦
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

二 

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
服
役
者
に
対
し
て
い
か
な
る
生
活
の
保
障
を
す
る
の
か
。 

傷 
 

病 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

死 
 

亡 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
人 

 
 

一
一
人 

 
 

 

七
人 

 

刑
務
作
業
に
従
事
中
、
被
災
に
よ
つ
て
死
亡
し
、
又
は
被
傷
し
た
者
の
数
は
三
箇
年
間
の
数
字
は
次
の
通
り
で
あ 

る
。 種 
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員
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一
治
君
提
出
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所
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服
役
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

但
し
二
十
五
年
は
十
月
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現
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能
力
高
度
に
減
退
せ
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一
七
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労
務
能
力
に
著
し
く
支
障
を
来
す
者 

 
 

 

一
四
人 

 
 

 

四
人 

 
 

一
二
人 

労
務
能
力
大
部
を
失
つ
た
者 

 
 

 
 

 
 

二
三
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七
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二
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絡
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者 
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一
五
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〇
〇
〇
円 

 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
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終
身
自
由
を
弁
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
者 

 
 

一
八
、
〇
〇
〇 

 
 

一
三
、
〇
〇
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八
、
〇
〇
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終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者 

 
 

一
〇
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三
三
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二
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終
身
自
由
を
弁
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
者 

 
 

 

七
人 

 
 

三
○
人 

 
 

 

三
人 

こ
れ
に
つ
い
て
は
工
場
に
お
け
る
安
全
管
理
、
衞
生
管
理
に
は
、
万
全
の
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
か
か
る
被
災
者
の
絶

滅
に
最
大
の
努
力
を
拂
つ
て
い
る
一
方
、
万
一
そ
う
し
た
不
幸
の
者
に
対
し
て
は
、
次
の
金
額
を
保
障
し
て
い
る
。
こ

れ
は
従
来
に
比
し
大
幅
の
増
額
で
あ
る
が
、
今
後
も
増
額
に
努
め
て
保
障
の
万
全
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
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る
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